
令和 2年第 1回南島原市教育委員会定例会

日時 令和 2年 1月 2 9日 (水) 午後 2時
場所 南有馬庁舎 2階会議室

議事日程

第 1 開会

第2 前回会議録の承認

第3 会議録署名人の指名

第4 教育長報告

第5 議案審議
議案第 1号 南島原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例について
議案第 2号 学校給食センター新築工事 (建築)請負契約の締結について
議案第 3号 学校給食センタ」新築工事 (電気)請負契約の締結について
議案第 4号 学校給食センター新築工事 (機械)請負契約の締結について
議案第 5号 財産の取得について (学校給食センター厨房機器購入)

第 6 その他
(1) 準要保護児童生徒就学援助の申請について
(2) 令和 2年度南島原市学校給食費の改定について
(3) 次回教育委員会定例会の開催について
(4) その他

第7 閉会



令和2年第 1回南島原市教育委員会定例会教育長報告

○令和元年 12 月の諸会議並びに諸行事

25日(水 )14:00令和元年第 12 回教育委員会定例会 (南有馬庁舎)
26 日 (木 )14:00 令和元年度南島原市イングリッシュ ・パフオーマンスコンテス ト(カ

ムス)
15:00令和元年度第3回社会教育委員兼公民館運営審議会委員会議(南有馬

庁舎)

○令和 2年 1月の諸会議並びに諸行事

4 日 (土 )10:oo 令和 2年南島原市成人式 (コレジョホール)
5 日 (日 )9:30 令和 2年南島原市消防出初式 (コレジョホール)

6 日(月 )9:00 仕事始め式 (西有家庁舎)
9:30部局長・支所長会議 (西有家庁舎)

8 日 (水 )14:00市町別教育長人事ヒアリング(長崎市)
10 日 (金 )17:00 南島原市商工会第 10 回新春賀詞交歓会 (ザ・マーキーズ)
12 日 (日 )13:30 南島原市世界遺産登録 1周年記念シンポジウム (コレジョホール)

15日 (水 )17;00文科大臣表彰受賞報告 (口之津中学校 :林田教諭)(南有馬庁舎)
17日 (金 )9:30 南島原市学校給食会役員会 (南有馬庁舎)
19日 (日)8:00 第 14 回島原半島地区対抗駅伝競走大会 (雲仙市)
20日(月 )14:00市町別教育長人事ヒアリング(長崎市)
21 日 (火 )14:00 第 12 回 B&G 全国サミット (2 2 日まで)( 東京都)
24 日 (金 )13:00 令和元年度島原半島三市校長会合同研修会・交流研参会 (ザ・マー

キーズ)



議案第 1号

南島原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の
一部を改正する条例について

提案理由

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律 (平成 2 9年法律第 2 9号) に
より、特別職非常勤職員の厳格化及び令和 2年 4月 1日むこ北有馬幼稚園が廃止される
ことに伴い、所要の改正を行うもの。

令和 2年 1月 2 9日提出

南島原市教育委員会
教育長 永田 良二



南島原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の-

部を改正する条例

南島原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 (平成

18年南島原市条例第30号) の一部を次のように改正する。

第 1条中「第203条の 2第 4項」を「第203条の 2第 5項」に、「特別職の職員で

非常勤のもの」を「地方公務員法 (昭和25年法律第261号)第 3条第 3項に規定す

る特別職に属する市の職員で非常勤のもの」に改める。

別表自治会長の項、農事実行組合長の項、納税組合長の項、交通指導員の項、

母子保健推進員の項、健康づくり推進員の項、海難救助員の項、外国語指導助手の

項、国際交流員の項、英語指導助手の項、幼稚園医の項、幼稚園歯科医の項及び幼

稚園薬剤師の項を削る。

別表備考第1項中「投票所の投票立会人及び期日前投票所の投票立会人」を「投

票所の投票管理者及び投票立会人並びに期日前投票所の投票管理者及び投票立会人」

に改める。

別表中備考第 2項を削り、備考第 3項を備考第 2項とする。

附 則
この条例は、令和 2年 4月 1日から施行し、改正後の別表備考第 1項の規定

は、この条例の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙から適用す

る。
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南島原市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表

新 旧

(目的)

第 1条 この条例は、地方自治法 (昭和22年法律第67号)第203条の2第 5
項の規定に基づき、地方公務員法 (昭和25年法律第261号)第 3条第 3項に
規定する特別職に属する市の職員で非常勤のもの 御Jに定めるものを除
く。以下「非常勤特別職」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその
支給方法について定めることを目的とする。

別表 (第2条関係)

(目的)

第 1条 この条例は、地方自治法 (昭和22年法律第67号)第203条の2第 4
項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの 御Jに定めるものを除
く。以下「非常勤特別職」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその
支給方法について定めることを目的とする。

別表 ぼ;2条関係)

膨 区分 報酬額 (円) 膨 区分 報酬額 (円)

(略) (略)

図書館協議会委員 日額 6,000 図書館協議会委員 日額 6,000

自治会長 年額
均等36,000

世帯2,000

農事実行組合長 年額
基沖塙頂8,000

戸数容J900

納モ兇組合長 年額
基沖客演8,000

戸数害q500

情報公開審査会委員 1 委員長 日額 18,000 情報公開審査会委員 1 委員長 日額 18,000
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委員 15,000委員 15,000

(略) ー(略)

交通安全対策協議会委員 日額 6,000交通安全対策協議会委員 日額 6,000

交通指導1員 年額 78,000

奨学資金貸付審議会委員 日額 6,000 奨学資金貸付審議会委員 日額 6,000

教育支援委員会委員 日額 6,000教育支援委員会委員 日額 6,000

母子保健推欧佳員 年額
基沖端痕48,000

訪問f翻贈り7001
健康づくり推進員 年額

基沖端頃5,000

訪問f犠贈り1001
健康づくり推進協議会委員 日額 6,000 健康づくり推進協議会委員 日額 6,000

(略) (略)

有馬キリシタン遺産記念館資料収集検討委
員会委員

日額 6,000 有馬キリシタン遺産記念館資料収集検討委
員会委員

日額 6,000

海難救助員
出動時

1回

乙竪塑1
2,000会議時

外国語指導助手 月額 280,000
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国際交流員 月額 280,000

英語キ醸勘手 月額 200,000

保健衛生医 日額 18,000 保E敷衛生医 日額 18,000

(略) (略)

学校薬剤師 年額 46,500 学校薬剤師 年額 46,500

幼稚園医 年額 200,000

幼稚園歯科医 鞘頂 200,000

幼稚園薬剤師 年額 46,500

附属機関の構成員及びその他の非常勤職員 予算の範囲内で市長が定める
額

附属機関の構成員及びその他の非常勤職員 予算の範囲内で市長が定める
額

備考
1 投票所の投票管理者及び投票立会人並びに期日前投票所の投票管理
者及び投票立会人の報酬については、時間割計算により支給すること
ができる。

2 農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の報酬については、農
地等の利用の最適化の推進のための活動に係るものとして、予算の範
囲内で市長が定める額を、加算して支給することができる。

備考
1 投票所の投票立会人及び期日前投票所の投票青会人の報酬について
は、時間割計算により支給することができる。

2 外国語指導助手及び国際交流員の報酬については、再任用された場
合の 2年 目は月額 300,000円、 3年 目は月額 325,000円、 4年 目以降は

月額330,000円とする。外国語≠謎朝助手、国際交流員及び英語指導助手
で、任用期間が 1年未満となるものについては、所得税等が賦課され
る場合は、その額を考慮して調整した額を支給することができる。
3 農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の報酬については、農
地等の利用の最適化の推進のための活動に係るものとして、予算の範
囲内で市長が定める額を、加算して支給することができる。

合の 2年 目は月額 300,000円、 3年 目は月額 325,000円、 4年 目以降は

額330,000円とする。外国語≠謎朝助手、国際交流員及び英語指導助手
、任用期間が 1年未満となるものについては、所得税等が賦課され
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○南島原市特別職の晴粥員で非常勤のものの郭灘H及び費用弁償に関する条例
平成18年 3月31日条例第30号

改正
平成18年 3月31日条例第188号
平成18年 7月24日条例第196号
平成18年 8月 1日条例第205号
平成18年 9月29日条例第209号
平成19年 3月26日条例第 9号
平成19年6月26日条例第29号
平成19年12月25日条例第舞号
平成20年 3月25日条例第10号
平成20年 9月18日条例第26号
平成21年 3月24日条例第8号
平成21年 7月 1日条例第22号
平成22年12月20日条例第34号
平成23年10月 3日条例第11号
平成23年12月26日条例第14号
平成24年 3月21日条例第2号
平成25年 3月26日条例第13号
平成25年 6月28日条例第32号
平成26年 3月25日条例第4号
平成27年 3月24日条例第 7号
平成27年12月21日条例第25号
平成27年12月21日条例第30号
平成28年 3月23日条例第17号
平成28年10月 7日条例第40号
平成28年12月26日条例納48号

平成29年 3月23日条例第11号
平成29年10月11日条例第21号
平成29年12月22日条例第23号
平成30年 3月22日条例第18号
平成31年 3月28日条例第 5号

南島原市特別職の斯巌員で非常勤のものの郭獅吸び費用弁償に関する条例
(目的)

第 1条 この条例は、地方自治法 (昭和22年法律第67号)第203条の2第 5項の規定に基づき、
地方公務員法 (昭和25年261号)第 3条第 3項に規定する特別職に属する市の職員で非常勤
のもの 偏ーJに定めるものを除く。以下「非常勤特別職」という。)の郭灘倣び費用弁償の額
並びにその支給方法について定めることを目的とする。
(郭灘H)

第2条 非常勤特別職の報酬の額は、別表のとおりとする。
(費用弁償)

第3条 非常勤特別職が公務のため旅行したときは、費用弁償として、南島原市所巌員等の旅費
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及び費用弁償に関する条例 (平成18年南島原市条例第39号)の規定を準用して旅費を:支給す
る。この場合における旅費の額は、副市長及び教育長の旅費相当額とする。
(報酬の党糸飴

第 4条 報酬の支給は、次の各号に定める日までに;支給する。ただし、寓獅哉又は死亡の場合は、
その都度支給する。
(1) 報酬が年額で定められているもの 3月
(2) 報酬が月額で定められているもの 毎月その自分を翌男10日
(3) 郭珊Hが日額で定められているもの 翌男10日
(4) 前各号により難い場合においては、別に市長が定める。
6ご給方法)

第5条 年額双は月額により支給される報酬は、任命、選任又は選挙された日から、任期満了、
舌判壬、失職又は死亡によりその職を離れた日までを、当該月の実日数を基礎とした日割計算

にの場合 1円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。)により支給する。
2 日額により支給される報酬は、幸弼努日数に応じその日額を支給する。
3 1回を単位として支給される報酬は、1選挙及び1選挙会又は1投票ごとに;支給する。た
だし、2種以上同時に選挙を行うときはこれを1回とみなす。

4 前項に規定するもののほか、朝灘"及び費用弁償の支給方法は、一般職の晴巌員の例による。
(委任)

第 6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則

腕ぉ行期日)
1 この条例は、平成18年 3月31日から施行する。

(経電過措置)
2 平成18年 3月31日に京捌哉した非常勤特別職の斯巌員については、別に定める場合を除き、第
5条第 1項の規定にかかわらず、同月又は同日分の郭剛1は支給しないものとする。

附 則 (平成18年 3月31日条例第188号)
この条例は、平成18年 4月 1日から施行する。

附 則 (平成18年 7月24日条例第196号)
この条例は、公布の日から施行する。

附 則 (平成18年 8月 1日条例第205号抄)
(施キ刊期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則 (平成18年 9月29日条例第209号)

この条例は、公布の日から施行する。
附 則 (平成19年 3月26日条例第9号)

この条例は、平成19年 4月 1日から施行する。
附 則 (平成19年 6月26日条例第29号)

この条例は、平成19年 7月 1日から施行する。
附 則 (平成19年12月25日条例第磐号)

この条例は、公布の日から施行する。
附 則 (平成20年 3月25日条例第10号)

この条例は、平成20年 4月 1日から施行する。
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附 則 (平成20年 9月18日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。

附 則 (平成21年 3月24日条例第8号)
この条例は、平成21年 4月 1日から施行する。

附 則 (平成21年 7月 1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。

附 則 (平成22年12月20日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表に景観審議会委員の項を加える改正規定

は、平成23年 4月 1日から施行する。
附 則 (平成23年10月 3日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。
附 則 (平成23年12月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。
附 則 (平成24年 3月21日条例第2号)

碗ふ行期日)
1 この条例は、平成24年 4月 1日から施行する。

(経革過措置)
2 平成23年度までに任用された外国言辞日導勘手及び国際鯵交流員で平成24年度以降引き続き任
用されるものの報酬については、改正後の別表の規定にかかわらず、月額300,000円とし、

月姉鰯発等が貝臨課される場合は、その額を加算した額とする。
附 則 (平成25年 3月26日条例第13号)

この条例は、平成25年4月 1日から施行する。ただし、別表に健康づくり推進員の項を加え
る改正規定は、公布の日から施行し、平成24年 4月 1日から適用する。

附 則 (平成25年 6月28日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。

附 則 (平成26年 3月25日条例第4号)
この条例は、平成26年 4月 1日から施行する。

附 則 (平成27年 3月24日条例第7号)
この条例は、平成27年 4月 1日から施行する。

附 則 (平成27年12月21日条例第25号)
この条例は、平成28年 1月4日から施行する。ただし、別表の改正規定 (「就学指導委員会

委員」を「教育支援委員会委員」に改める部分に限る。)は、平成28年4月 1日から施行する。
附 則 (平成27年12月21日条例第30号)

この条例は、平成28年 4月 1日から施行する。
附 則 (平成28年 3月23日条例第17号)

この条例は、平成28年 4月 1日から施行する。
附 則 (平成28年10月 7日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。
附 則 (平成28年12月26日条例檎犯号)

碗E行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(経革過措置)
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2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の÷音=を改正する法律 (平成26全戸だ獅律第76号)
附則第2条第 1項の場合においては、改正後の別表の規定は適用せず、改正前の別表の規定
は、なおその効力を有する。

附 則 (平成29年 3月23日条例第11号)
この条例は、平成29年 4月 1日から施行する。

附 則 (平成29年10月11日条例第21号抄)
　　　　　　

1 この条例は、平成30年 8月 1日から施行する。
附 則 (平成29年12月22日条例第23号抄)

碗餅刊期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則 (平成30年 3月22日条例第18号抄)
碗E行期日)

1 この条例は、平成30年 4月 1日から施行する。
附 則 (平成31年 3月28日条例第5号)

この条例は、平成31年 4月 1日から施行する。
別表悌檎2条関係)

職…名 区分 朝岡"額 (円)

教育委員会委員 月額 34,800

選挙管理委員会
委員長

日額
6,500

委員 6,000

農業委員会

会長

月額

43,500

会長代理 36,500

委員 34,800

農地利用最適ィ冴雀進委員 月額 30,600

固定資産言軸面審査委員会
委員長

日額
6,500

委員 6,000

監査委員

識見を有す
る者のうち
から選任さ
れた者

月額

130,000

議会の議員 52,000
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のうちから
選任された

者

選挙長

1回

10,600

12,600投票所の投票管理者

11,100期日前投票所の投票管理者

10,600開票管理者

投票所の投票立会人 10,700

9,500期日前投票所の投票立会人

開票立会人 8,800

8,800選挙立会人

国民健亀封呆険運軍営協議会委員 日額 6,000

民生委員推薦会委員 日額 6,000

子ども・子育て会議委員 日額 6,000

いじめ問題喜寿調査委員会委員 日額 6,000

総合計画審議会委員 日額 6,000

都市計画審議会委員 日額 6,000

景観審議会委員 日額 6,000

空家等対策協議会委員 日額 6,000

社会教育委員 日額 6,000

公民館運営審議会委員 日額 6,000

文ィ頃財保護二番議会委員 日額 6,000

史跡原城跡・日野江城跡(専門委員会委員 日額 6,000

世界遺産蟹影響臨軸歯委員会委員 日額 6,000
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スポーツ推進委員 錆頂 40,000

防災会議委員 日額 6,000

国民保護信樵議会委員 日額 6,000

図書館協議会委員 日額 6,000

情報公開審査絵〒委員
委員長

日額
18,000

委員 15,000

個人情幸闘呆護審議会委員 日額 6,000

個人↑都細呆護審査絵〒委員
委員長

日額
18,000

委員 15,000

障毒害支援区分認定番査絵…委員
医師

日額
18,300

その他 15,000

指定管理者選定委員会委員 日額 6,000

特別暗晦剛1等審議会委員 日額 6,000

政治倫理審査絵…委員 日額 6,000

行政改革推進委員会委員 日額 6,000

入札監舗児委員会
委員長

日額
6,500

委員 6,000

プロポーザル審査委員会委員 日額 6,000

交通安全対策協議会委員 日額 6,000

奨学資金貸付審議会委員 日額 6,000

教育支援委員会委員 日額 6,000

健康づくり推進協議会委員 日額 6,000

環艶境問題対策番-義会委員 日額 6,000



地下水保全審議会委員 日額 6,000

モーテル類似施錆設審議会委員 日額 6,000

勃鰯給食運営審議会委員 日額 6,000

鳥獣被害対策実施隊員 日額 6,000

上下水道料金等審議会委員 日額 6,000

水道施錆役整備;事業…軸歯委員会委員 日額 6,000

おいしい南島原プラン幅忍定;委員会委員 日額 6,000

有馬キリシタン遺産言語強官資料収集検討委員会委員 日額 6,000

f約幽衛生医 日額 18,000

福祉事務月姉嘱託医
一般

月額
46,800

精神 15,000

老人ホーム入所判定会委員 日額 10,500

保育姉嘱託医
内科

年額
120,000

歯科 60,000

産業医 月額 50,000

過重労働跡目談医 年額 30,000

学宅交医 年額 200,000

学校歯科医 年客演 200,000

学校薬剤師 年;額 46,500

附属副幾関の構成員及びその他の非常勤開員 予算の範囲内で市長が定める額

備考
1 投票所の投票管理者及び投票立会人並びに期日前投票所の投票管理者及び投票立会
人の郭灘"もこついては、時間割計算により;支給することができる。
2 農業委員会委員及び農土塀 -」用最適化推進委員の報酬については、農地等の利用の最
適化の推進のための活動に係るものとして、予算の範囲内で市長が定める額を、加算
して支給することができる。
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議案第2号

学校給食センター新築工事 (建築)請負契約の締結について

提案理由

次のとおり、学校給食センター新築工事 (建築) を契約するため、議会の議

決を経る必要があるので、南島原市教育委員会の権限事務の一部を教育長に委

任し又は臨時に代理させる規則第 2条 7号の規定により、教育委員会の意見を

求める。

令和 2年 1月 2 9 日

南島原市教育委員会

教育長 永田 良二

1 契約の目的 学校給食センター新築工事 (建築)

2 契約の方法 制限付一般競争入札

3 契約金額 6 5 4,5 0 0,0 0 0 円

4 契約の相手方 川田・三青特定建設工事共同企業体

代表構成員 長崎県南島原市深江町戊 3 9 8 7番地 3 5 3

川田建設工業株式会社

代表取締役 下田 幸麿

その他構成員 長崎県南島原市布津町丙 2 7 91 番地 1

株式会社三青 南島原営業所

所長 松本 好生
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学校給食センター新築工事 外観完成予想図
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議案第3号

学校給食センター新築工事 (電気)請負契約の締結について

提案理由

次のとおり、学校給食センター新築工事 (電気) を契約するため、議会の議

決を経る必要があるので、南島原市教育委員会の権限事務の一部を教育長に委

任し又は臨時に代理させる規則第 2条 7号の規定により、教育委員会の意見を

求める。

令和 2年 1月 2 9 日

南島原市教育委員会
教育長 永田 良二

1 契約の目的 学校給食センター新築工事 (電気)

2 契約の方法 制限付一般競争入札

3 契約金額 215,8 9 4,8 0 0 円

4 契約の相手方 九電工・第ー電設特定建設工事共同企業体

代表構成員 長崎県島原市前浜町丙 13 8-1

株式会社 九電工 島原営業所

所長 下条 智弘

その他構成員 長崎県南島原市深江町乙3 3 6番地 1

株式会社 第一電設 南島原営業所

所長 梅崎 綾子



議案第4号

学校給食センター新築工事 (機械)請負契約の締結について

提案理由

次のとおり、学校給食センター新築工事 (機械) を契約するため、議会の議

決を経る必要があるので、南島原市教育委員会の権限事務の一部を教育長に委

任し又は臨時に代理させる規則第 2条 7号の規定により、教育委員会の意見を

求める。

令和 2年 1月 2 9 日

南島原市教育委員会

教育長 永田 良二

1 契約の目的 学校給食センター新築工事 (機械)

2 契約の方法 制限付一般競争入札

3 契約金額 5 6 4,7 4 0,0 0 0 円

4 契約の相手方 三信設備・吉田屋産業特定建設工事共同企業体

代表構成員 長崎県南島原市深江町戊 114 5番地

三信設備有限会社南島原営業所

所長 馬場 智美
その他構成員 長崎県南島原市有家町山川 7 8 6-2

合資会社吉田屋産業

代表社員 志岐 哲男



第 5号

財産の取得について (学校給食センター厨房機器購入)

次のとおり教育財産を取得するため、議会の議決を経る必要があるので、南

原市教育委員会の権限事務の一部を教育長に委任し又は臨時に代理させる規

第 2条第 7号の規定により、教育委員会の意見を求める。

令和 2年 1月 2 9日提出

南島原市教育委員会
教育長 永田 良二

財産の種類 厨房機器

契約の方法 指名競争入札

契約金額 4 5 5,4 0 0,0 0 0 円

契約の相手方 長崎県諌早市栄田町 2 2番 5 0号

株式会社 長崎日調

代表取締役社長 萩原 悟


